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２０２１年度高齢期要求実現をめざす全都共同行動 アンケート結果 

 

自治体名 青梅市 

 

１. 高齢者の基礎数について （令和４年１月１日現在） 

全人口 全世帯数 ６５歳以上人口 高齢化率 

   １３１,１２４ 人   ６３,３２４ 世帯        ４１,０７７ 人      ３１．３％ 

65歳以上の内訳 65～74歳     ２０,３０９ 人  75歳以上     ２０,７６８   人 

 

 高齢者世帯の現状について 

高齢者のいる世帯数 高齢者単身世帯数 高齢夫婦のみ世帯数 

           ２５,２９８世帯        １２,４１８   世帯          ７,９０６ 世帯 

 （令和２年国勢調査時点）  （令和３年２月現在）    （令和２年２月現在） 

 

２. 介護度別前期・後期別認定者数 （令和４年１月１日現在） 

 要 支 援 要 介 護 合 計 

１ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

64歳以下認定者 １２ ２２ ２５ ２７ ２０ ２９ ２０ １５５ 

前期高齢者認定者数 １３３ １２１ １２７ １４８ １１４ １２９ ９０ ８６２ 

後期高齢者認定者数 ７３９ ６５４ ９８６ ７８９ ７７５ ９１９ ５７４ ５，４３

６ 

    合 計 ８８４ ７９７ １，１３

８ 

９６４ ９０９ 1,077 ６８４ ６，４５

３ 

 

３. 施設別入所者人数（令和４年４月１日現在） 

 特別養護老人ホーム 老人保健施設 介護医療院Ⅰ 合 計 

 要支援１     

 要支援２     

 要介護１ ８ ５４  ６２ 

 要介護２ ２５ ７２  ９７ 

 要介護３ ２２５ ８０ ２ ３０５ 

 要介護４ ４１３ ９３ １６ ５３２ 

 要介護５ ２８５ ５２ １３ ３６２ 

  合計 ９５６ ３５１ ３１ １，３５８ 
 
４. 認定申請者数と認定された状況 （令和元年度） 

   申請者人数  認定された人数 

  新 規 １，９０６ ２，００７ 

  更 新 ４，３８７ １，２３９ 

 区分変更 ８３０ ５２０ 
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  合 計 ７，１２３ ３，７６６ 
 
 
５．介護保険施設 入所待機者について 
 
 （ａ） 特別養護老人ホーム    ３８７名（令和４年４月１日現在） いずれも 
 
  （ｂ）  老人保健施設              ８名（令和４年４月１日現在） 令和３年１０月１日現在 
 
６．介護施設入所待機者の介護度別待機者数 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５  合計 

特別養護老人ホーム ９ １７ １６２ １２４ ７３ ３８５ 

  老人保健施設 ０ ２ ２ ３ １ ８ 
 
７．地域包括支援センターについて （令和４年４月１日現在） 
 
②  現在配置されている地域包括支援センターの数       ３ ｹ所 

  
②  配置されている職員数                      ３８ 人  

  
③  配置されている保健士の人数          ８ 人 （※ 保健師等） 

  
④  扱った相談件数（平成 28年度）       １５，０８７ 件  

 
 
8 介護保険運営委員会について（令和４年４月１日現在） 
 
 (1) 介護保険事業について調査・審議する恒常的な機関を設置していますか 
 

① 設置している   ② 設置していない   ③ 設置を検討している 
 
 (2) 設置している場合 
 
   機関の構成員の人数            １３ 人 
 

市民代表は参加しているか  (a)している  ２ 名   (b) していない 
 

年間の開催予定回数は            ４ 回  
 
 
9,介護保険料滞納者・要介護認定者への制度について 
 

(1) 介護保険料滞納者に「利用料 3割のペナルティー」を実施していますか。 
実施している場合は人数を教えてください 
 

① 実施している( ６ 人)  ② 実施していない  
 
 

(2) 要介護認定者に「障害者控除対象認定書」を交付していますか。 
 
交付している場合の基準はどうなっていますか 
 
    ① 交付している      ② 交付していない 
 
    交付基準は 

(１) 障害者に準ずるもの（身体障害者、知的障害者） 
介護保険法（平成９年法律第 123号）に規定する要介護認定の状況等により次の基準

にもとづき認定するものとする。 

ア 特別障害者に準ずる者 
(ア) 要介護１以上に認定され、要介護認定資料の主治医意見書または認定調査

書に記載されている障害高齢者日常生活自立度と認知症高齢者日常生活自立
度が以下の基準に該当する者 
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ａ 障害高齢者日常生活自立度がＢ以上の者は、身体障害者に準ずる者とする。 
ｂ 認知症高齢者日常生活自立度がⅢ以上の者は、知的障害者に準ずる者とする。 

(イ) 要介護認定がされていない者で医師の診断書等により、前記(ア)の基準に
該当することが確認できるもの 

イ 障害者に準ずる者 
(ア) 要介護１以上に認定され、要介護認定資料の主治医意見書または認定調査

書に記載されている障害高齢者日常生活自立度と認知症高齢者日常生活自立
度が、以下の基準に該当する者 

ａ 障害高齢者日常生活自立度がＡの者は、身体障害者に準ずる者とする。 
ｂ 認知症高齢者日常生活自立度がⅡの者は、知的障害者に準ずる者とする。 
(イ) 要介護認定がされていない者で医師が作成した診断書等により、前記(ア) 

の基準に該当することが確認できるもの 

ウ 障害種別は、状況に応じて、身体障害者または知的障害者のいずれか確認し判
断 
するものとする。 

(２) 常に就床を要し、複雑な介護を要するもの（寝たきり高齢者） 
ア 基準日において常時が床期間が６か月以上であり、要介護認定資料の主治医意見
書または認定調査書に記載されている障害高齢者日常生活自立度がＣに該当する者 

イ 要介護認定がされていない者で医師の診断書等により、前記アの基準に該当する
ことが確認できるもの 

 

 

10. 令和２年度中の 新型コロナ感染についてお聞きします。（新設） 

            

(1） 貴自治体で高齢者(60歳以上）の感染した人数は何人ですか   ８５０人  

(2) 貴自治体で高齢者(65歳以上)の亡くなった人数は何人ですか     人 

(3) 高齢者で亡くなった ①～④の場所ごとの人数は何人ですか 

   

  ①病院         人  ②介護施設など高齢者施設          人 

② 自宅      人  ④その他（ホテル等療養施設等）    人 
 

※ （1）以外、不存在 
 

 
11. 国民健康保険について 
 
 （1）国民健康保険税の収納状況について 

 

 

 平成31年度  令和２年度  令和３年度  令和３年度末 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

加入 

世帯数 

滞納 

世帯数 

短期保険証 

発行世帯数 

所得割資産割 

  納付世帯 
 ― ―  ― 

 

― 

 

― 
 ― 

 

― 

均等割平等割 

  納付世帯 
 ― ―  ― ― ―  ―  ― 

合計  ― ―  ― ― ―  ― １１５ 
 
 
 (2) 令和元年度に国保税を滞納した世帯に対し、財産・預金などを差し押さえをしましたか。 
 

①  している        ５３  世帯（ 令和４年 ３ 月現在） 
 
③   していない 
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(3) 国民健康保険税の収納率について （ 現年度 ） 

 

 年度  平成29年度 平成30年度  平成31年度 令和2年度  令和3年度 

収納率 ％ ９２.８ ９３．９ ９３.６ ９４．２ ９４.４ 
 

 (4) 資格証明書は発行していますか 
 
  発行している         世帯（ 令和４年 ３ 月現在） 
 
  発行していない 
 
 （5） 高齢者の被保険者への制裁措置免除は 

①  ある （           歳以上）    ② ない 

 

12 認知症対策の部署はありますか 
 

①  ある 部署名 健康福祉部高齢者支援課包括支援係   
 

②  ない  ③ 検討中 
 

 
13 高齢者一人暮らし対策は行っていますか 
 

① 行っている 事業名  寝具乾燥サービス、福祉電話設置、緊急通報サービス、 

火災安全システム、配食サービス                
 

③ 行っていない 
 
     補足：上記事業は、高齢者のみ世帯も該当するため、ひとり暮らしのみの事業では 
        ありません。ひとり暮らしのみ対応する事業としては、「➁ 行っていない」 

となります。  
 
 
  
14. 介護保険事業に取り入れられた以外の高齢者保険・福祉事業はどのような事業を実
施していますか。事業名と予算額を教えてください。 
 

事 業 名 予 算 額 事 業 の 説 明 

紙おむつ等給付事業 19,934,000 円  紙おむつの給付 

福祉電話設置事業 21,000 円 電話設置費助成 

 訪問理美容サービス事業 164,000 円  訪問料金の助成 

 日常生活用具等給付事業 43,000 円  日常生活用具の給付 

 配食サービス事業 9,968,000 円  昼食の提供  

 緊急通報・火災安全システム事業 1,623,000 円  緊急通報装置・火災安全装置の設置 

 住宅改造費助成事業 6,326,000 円  住宅改造費の助成 

 温泉保養施設利用助成事業 8,753,000 円  温泉利用助成券の発行 

 寝具乾燥事業 224,000 円  寝具乾燥サービスの提供 
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15. 無年金者の実態把握について 
 
 （1）実態把握をおこなっていますか   ① 行っている   ② 行っていない 
 
 （2）無年金者への特別給付金（公的年金によらない福祉措置）について 
 

(ア)  実施している      ② 実施していない 

 

  実施している場合     (a) 給付の名称             

                 (b)給付の内容              

               (c)給付の対象者             

(d)実施開始年月日             

 
 
16.ＮＰＯ（非営利事業活動）への支援策について （令和４年度予算） 
 
 （1）実施している 事業の名称 青梅市市民提案協働事業助成金       

 
                 市民活動団体支援講座          
 
                        
 
17. 住宅について （2021（令和３年度末日現在の事業について） 
 

１．高齢者用公営住宅の確保                          ３３           室 

２．民間アパートの借り上げ      （シルバーピア ）     １５           戸 

３．ケアハウス                            ０          戸 

４．シルバーピア       （民間借り上げ）   １５          戸 

５．住み替え家賃補助制度            なし 

６．住宅改造援助            なし 
 
 
 
18. 就労の充実について（令和３年度の状況） 
 
 (1) 高齢者雇用就労の相談窓口の有無    ① あり   ② なし 
 
           ある場合は担当部署名                 
 
 (2) シルバー人材センター登録者数     １，１１９        名  
 
   うち就業者数    ７９４     名   就 業 率    ７１．０  ％  
 

 （3）シルバー事業、年間事業総額     ３９８，７３６，３５３ 円 

 

 うち自治体発注額     ２５０,８３０,８１２  円 

 
(4)貴自治体で行っている、高齢者の就労対策事業がありましたらご記入ください。 

  
  記載なし 
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19. 高齢者の所得状況について 
 
  介護保険第１号保険者の介護保険料 段階別人数（令和４年 4 月 1 日現在） 

  段階 特別 
徴収 

普通 
徴収 

合計         所得区分        令和 4年保険料 

 第 1 段階 5,128 1,250 6,378 
世帯全員が住民税非課税・生活保護受給者 
課税年金+合計所得が 80万円以下        17,800円   

 第 2 段階 3,086 98 3,184 〃 合計所得金額が 80万円を超え 120万円以下 31,800円 

 第 3 段階 3,061 128 3,189   〃  120万円を超える         41,300円 

 第 4 段階 3,878 515 4,393 本人非課税 家族に課税 80万円以下    54,000円 

 第 5 段階 5,424 83 5,507      〃      80万円を超える  63,600円     

 第 6 段階 4,700 324 5,024 本人課税 合計所得が 120万円未満      70,500円 

 第 7 段階 6,262 387 6,649      〃 120万以上 210万円未満     83,900円 

 第 8 段階 2,514 265 2,779      〃 210万以上 320万円未満    103,600円 

 第 9 段階 784 103 887      〃 320万以上 400万円未満    105,500円 

 第 10 段階 624 125 749      〃 400万円以上 600万円未満   120,800円 

 第 11 段階 217 63 280      〃 600万円以上 800万円未満   132,200円 

 第 12 段階 122 36 158      〃 800万円以上 1,000万円未満  139,900円 

 第 13 段階 333 95 428      〃 1,000万円以上         149,400円 

合 計 36,133 3,472 39,605   

                 
※ 第一段階～第三段階までの保険料は軽減後の金額を表示 

 
貴自治体独自の介護保険利用料の減免措置はありますか。 
 
    (a)  ある      (b) ない 
 
20 要介護老人の状況について 
 

(1) 認定者及び介護保険料内訳人数（令和４年 4月 1日現在） 

 

 

  要支援１  要支援２  要介護１  要介護２  要介護３  要介護４  要介護５  合 計 

第１段階        2,167 

第２段階        746 

第３段階        689 

第４段階        727 

第５段階   

2021年度の回答は 
段階別の記載があったが 
2022年度については 

段階別の人数の記載はなかった 

 548 

第６段階   447 

第７段階   722 

第８段階   171 

第９段階   47 

第10段階   52 

第11段階        29 

第12段階        10 

第13段階        30 

   合計 870 781 1,150 944 877 1,43 720 6,385 
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(2) 介護保険在宅利用者 保険料段階別人数（令和４年 4 月 1 日現在） 

 

(3) 介護保険施設利用者人数（令和４年 4 月 1 日現在） 

       

（2）～（3） 未調査 
 
 
21. 介護保険料収納状況 令和３年度の普通徴収の収納状況（％） 
 
   段階別の収納率の記載なし。  全体合計 ９５.１％  
 
 
 

22 後期高齢者 所得別男女人数 （令和４年4月1日現在） 
 
 旧ただし書き所得(円） 人  数（人） 年金天引きの有無 
 

0 
男 1,601  

計 11,437  
有 8,852  

 女 9,836  無 2,585  
 

 1 ～ 150,000    
男 236  

計 529  
有 406  

 女 293  無 123  
 

 150,001～400,000   
男 535  

計 837  
有 676  

 女 302  無 161  
 

 400,001～850,000  
男 1,727  

計 2,138  
有 1,816  

 女 411  無 322  
 

 850,001～1,350,000   
男 1,907  

計 2,189  
有 1,857  

 女 282  無 332  
 

1,350,001～1,850,000  
男 1,100  

計 1,236  
有 1,026  

 女 136  無 210  
 

1,850,001～2,350,000  
男 463  

計 533  
有 375  

 女 70  無 158  
 

2,350,001～2,850,000  
男 189  

計 229  
有 100  

 女 40  無 129  
 

2,850,001～3,350,000 
男 119  

計 144  
有 11  

 女 25  無 133  
 

3,350,001～3,850,000  
男 69  

計 94  
有 3  

 女 25  無 91  
 

3,850,001～4,350,000  
男 70  

計 83  
有 3  

 女 13  無 80  
 

4,350,001～4,850,000  
男 29  

計 37  
有 1  

 女 8  無 36  
 

4,850,001～5,350,000 
男 30  

計 37  
有 2  

 女 7  無 35  
 

5,350,001～5,600,000  
男 12  

計 20  
有 2  

 女 8  無 18  
 

5,600,001 ～            
男 189  

計 254  
有 10  

 女 65  無 244  
 

合 計 
男 8,276  

計 19,797  
有 15,140  

 女 11,521  無 4,657  
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23 自殺者年代別男女別人数 （令和３年度）（新設） 

 10未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上 合計 

男性 0 1 1 5 4 1 2 1 15 

女性 0 1 1 0 1 3 1 1 7 

合計 0 2 2 5 5 3 3 2 22 

 

 

24 孤独死者（自宅内で死亡した事実が死後判明に至った１人暮らしの人）について 

年代別男女別人数と要因 （令和２年度）（新設） 

 

  20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上 合計 

 男性合計         

男  病死         

  自殺         

性  事故死    
 

不存在 
 

  

  不明     

 女性合計     

女  病死     

  自殺     

性  事故死         

  不明         

 総計         

 
                               


